
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圧縮機装置を調節する方法であって、
　該圧縮機装置が、少なくとも一つの圧縮機要素（６）を有し、また、該圧縮機要素の圧
力導管（１１）に、少なくとも一つの冷却器（１７）、少なくとも一つの水分離器（１８
）、および乾燥機（２）を有し、
　該乾燥機が、乾燥帯域（３）と再生帯域（４）とを有する圧力容器（２４）から成るタ
イプのものであって、ローター（２５）が該圧力容器（２４）内で回転しており、該ロー
ターに再生可能な乾燥剤が充填してあり、
　このとき、圧縮機要素（６）が、電動機（９）によって駆動され、該 要素（６）
によって配給される圧縮空気の一部が冷却器（１７）による冷却前に分流して、枝管（１
５）によって再生帯域（４）に供給され、冷却と凝縮水の分離とのあと、圧力導管（１１
）に送り戻され、
　またこのとき、乾燥機（２）内のローター（２５）が電動機（３３）によって連続的に
回転させられて、乾燥剤が連続的に乾燥帯域（３）から再生帯域（４）に移動し、さらに
乾燥帯域（３）に戻るようにされる、
方法において、
　圧縮機要素（６）を駆動する電動機（９）の速度が

圧縮気体の消費量にもとづいて調節され、一方、乾燥機（２）のローター（２
５）を駆動する電動機（３３）の速度が、乾燥機（２）を通して送られる圧縮気体の少な
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くとも一つのパラメータにもとづいて調節される、
ことを特徴とする方法。
【請求項２】
　圧縮機要素（６）の電動機（９）の速度が、圧縮機要素（６、７）の出口、または乾燥
機（２）の出口で測定される圧力が大体一定に保たれるように、調節されることを特徴と
する請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　乾燥機（２）のローター（２５）を駆動する電動機（３３）の速度が、

圧縮空気の消費量にもとづいて調節されることを特徴とする
請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　圧縮機要素（６）を駆動する電動機（９）と、乾燥機（２）のローター（２５）を駆動
する （３３）とが、 前記消費量にもと
づいて、同一の調節装置（１３）によって調節されることを特徴とする請求項２または３
に記載の方法。
【請求項５】
　前記調節装置（１３）が、圧縮機要素（６）と乾燥機（２）との間、または乾燥機（２
）の出口における圧力導管（１１）内の圧力にもとづいて、電動機（１９および３３）の
速度を調節し、したがってこのとき測定圧力が前記パラメータとなることを特徴とする請
求項４に記載の方法。
【請求項６】
　乾燥機（２）のローター（２５）の電動機（３３）の速度が、乾燥機（２）の再生帯域
（４）における温度降下にもとづいて調節され、したがってこのとき再生帯域（４）の入
口と出口とにおける温度がローター（９）の電動機（３３）の速度の調節のためのパラメ
ータとなることを特徴とする請求項１または２に記載の方法。
【請求項７】
　圧縮機装置であって、
　電動機（９）によって駆動される少なくとも一つの圧縮機要素（６）を有し、また該要
素の圧力導管（１１）に少なくとも一つの冷却器（１７）、少なくとも一つの水分離器（
１８）、および一つの乾燥機（２）を有し、該乾燥機が、乾燥帯域（３）と再生帯域（４
）とを有する圧力容器（２４）から成るタイプのものであり、ローター（２５）が該圧力
容器（２４）内で回転しており、該ローターに再生可能な乾燥剤が充填してあり、電動機
（３３）が該ローター（２５）を連続的に回転させ、乾燥剤が順次に乾燥帯域（３）と再
生帯域（４）とを通過するようになっており、
　このとき、枝管（１５）が、圧縮機要素（６）と冷却器（１７）との間にある圧力導管
（１１）の部分から前記再生帯域（４）の入口まで延びており、また戻り導管（２１）が
該再生帯域（４）の出口から冷却器（２２）および第二の水分離器（２３）を通って圧力
導管（１１）まで戻るように延びている、
圧縮機装置において、
　圧縮機要素（６）を駆動する電動機（９）とローター（２５）を駆動する電動機（３３
）とが、速度が調節できる電動機であり、このとき、圧縮機要素（６）を駆動する電動機
（９）が調節装置（１３）に接続されていて、該装置（１３）が

消費量にもとづいて電動機（９）の速度を調節し、一方、乾燥機（
２）のローター（２５）を駆動する電動機（３３）も調節装置（１３、３８）に接続され
ていて、該装置（１３、３８）が、乾燥機（２）の乾燥帯域（３）または再生帯域（４）
を通して送られる圧縮気体の少なくとも一つのパラメータにもとづいて、前記電動機（９
）の速度を調節する、
ことを特徴とする圧縮機装置。
【請求項８】
　圧縮機要素（６）を駆動する電動機（９）と乾燥機（２）のローター（２５）を駆動す
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る電動機（３３）とが、同一の調節装置（１３）に接続されていて、該装置が
消費量にもとづいて二つの電動機（９、３３）の速度

を調節することを特徴とする請求項７に記載の圧縮機装置。
【請求項９】
　調節装置（１３）が、圧力導管（１１）の、圧縮機要素（６）と乾燥機（２）との間、
好ましくは水分離器（１８）と乾燥機（２）との間、または乾燥機（２）の出口、に取り
つけられた圧力計（１２）に接続されていて、この場合、この測定される圧力が前記パラ
メータとなることを特徴とする請求項７または８に記載の圧縮機装置。
【請求項１０】
　調節装置（１３）が、圧力導管（１１）の、乾燥機（２）からの出口に取りつけられた
圧力計（１２）に接続されていて、この場合、この測定される圧力が前記パラメータとな
ることを特徴とする請求項７または８に記載の圧縮機装置。
【請求項１１】
　乾燥機（２）のローター（２５）を駆動する電動機（３３）の速度を調節する調節装置
（ ）が、それぞれ乾燥機（２）の再生帯域（４）の上流および下流に取りつけられた
温度計（３９、４０）に接続されていることを特徴とする請求項７に記載の圧縮機装置。
【請求項１２】
　一つよりも多くの圧縮機要素を有する多段圧縮機から成り、電動機（９）によって駆動
される前記圧縮機要素（６）が最終段または高圧段であることを特徴とする請求項７から
１１の中のいずれか１つに記載の圧縮機装置。
【請求項１３】
　圧力導管（１１）の、冷却器（１７）および水分離器（１８）のあとに、エジェクター
管（１９）を有し、戻り導管（２１）が該エジェクター管（１９）の減圧部に開口してい
ることを特徴とする請求項７から１２の中のいずれか１つに記載の圧縮機装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
本発明は、圧縮機装置を調節する方法であって、
該圧縮機装置が、少なくとも一つの圧縮機要素を有し、また、該圧縮機要素の圧力導管に
、少なくとも一つの冷却器、少なくとも一つの水分離器、および乾燥機を有し、
該乾燥機が、乾燥帯域と再生帯域とを有する圧力容器から成るタイプのものであって、ロ
ーターが該圧力容器内で回転しており、該ローターに再生可能な乾燥剤が充填してあり、
このとき、圧縮機要素が、電動機によって駆動され、該コンプレッサー要素によって配給
される圧縮空気の一部が冷却器による冷却前に分流して、枝管によって再生帯域に供給さ
れ、冷却と凝縮水の分離とのあと、圧力導管に送り戻され、
またこのとき、乾燥機内のローターが電動機によって連続的に回転させられて、乾燥剤が
連続的に乾燥帯域から再生帯域に移動し、さらに乾燥帯域に戻るようにされる方法に関す
る。
【０００２】
吸着乾燥機を備えた圧縮機装置は、たとえばＵＳ－Ａ－５，３８５，６０３号およびＧＢ
－Ａ－１，３４９，７３３号明細書に記載されている。
【０００３】
これらの圧縮機装置においては、圧縮機要素もローターも同じ速度で連続的に駆動される
。
【０００４】
これは、圧縮機要素からの配給流量が、一定のままであるか、またはある限界内でのみ変
化する、ということを意味する。
【０００５】
しかし、エネルギー節約型の圧縮機装置の使用がますます多くなっており、その場合、圧
縮機要素からの配給流量が消費量に合わせて調節される。したがって、圧縮機要素は前記
流量にもとづいて変動する速度で駆動され、その結果、圧縮機要素の電動機が消費する電
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力を最小限に抑えることができる。
【０００６】
これは、たとえば、圧縮機要素を、周波数変換器によって制御される電動機によって駆動
することによって、実現される。
【０００７】
流量を２０％～１００％の広い範囲内で変化させることになりうるので、これらのエネル
ギー節約型圧縮機装置は前記タイプの乾燥機を有することができない。配給流量が小さい
場合、再生帯域の通過流量が小さすぎて、乾燥剤が再生帯域内にある時間内に乾燥剤を十
分に再生させることができない。
【０００８】
不十分な再生の結果、露点が高くなるため、乾燥機の有効寿命が短くなる。
【０００９】
本発明の目的は、エネルギーの節約を可能にする、冒頭に述べたタイプの乾燥機を有する
圧縮機装置を調節する方法を提供することである。
【００１０】
本発明によれば、この目的は、圧縮機要素を駆動する電動機の速度が圧縮気体の消費量に
もとづいて調節され、一方、乾燥機のローターを駆動する電動機の速度が、乾燥機を通し
て送られる圧縮気体の少なくとも一つのパラメータにもとづいて調節される、ようにする
ことによって達成される。
【００１１】
圧縮機要素の電動機の速度は、圧縮機要素の出口または乾燥機の出口で測定した圧力がほ
とんど一定に保たれるように調節することができる。
【００１２】
乾燥機のローターを駆動する電動機の速度も、圧縮空気の消費量にもとづいて調節するこ
とができる。
【００１３】
たとえば、圧縮機要素を駆動する電動機と乾燥機のローターを駆動する電動機とを、消費
量にもとづいて、同一の調節装置で調節することができる。
【００１４】
この目的のために、前記調節装置は、圧縮機要素と乾燥機との間、好ましくは水分離器と
乾燥機との間、または乾燥機の出口における圧力導管内の圧力にもとづいて、調節するこ
とができ、したがってこのとき測定圧力が前記パラメータとなる。
【００１５】
別の実施態様の場合、乾燥機のローターの電動機の速度が、乾燥機の再生帯域における温
度降下にもとづいて調節され、したがってこのとき再生帯域の入口と出口とにおける温度
がローターの電動機の速度の調節のためのパラメータとなる。
【００１６】
本発明はまた前記方法を適用するのに特に適した圧縮機装置にも関する。
【００１７】
本発明は、また、　圧縮機装置であって、
電動機によって駆動される少なくとも一つの圧縮機要素を有し、また該要素の圧力導管に
少なくとも一つの冷却器、少なくとも一つの水分離器、および一つの乾燥機を有し、該乾
燥機が、乾燥帯域と再生帯域とを有する圧力容器から成るタイプのものであり、ローター
が該圧力容器内で回転しており、該ローターに再生可能な乾燥剤が充填してあり、電動機
が該ローターを連続的に回転させ、乾燥剤が順次に乾燥帯域と再生帯域とを通過するよう
になっており、
このとき、枝管が、圧縮機要素と冷却器との間にある圧力導管の部分から前記再生帯域の
入口まで延びており、また戻り導管が該再生帯域の出口から冷却器および第二の水分離器
を通って圧力導管まで戻るように延びている、圧縮機装置にも関する。
【００１８】
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本発明によれば、前記圧縮機装置は、
圧縮機要素を駆動する電動機とローターを駆動する電動機とが、速度が調節できる電動機
であり、このとき、圧縮機要素を駆動する電動機が調節装置に接続されていて、該装置が
消費量にもとづいてこの電動機の速度を調節し、一方、乾燥機のローターを駆動する電動
機も調節装置に接続されていて、該装置が、乾燥機の乾燥帯域または再生帯域を通して送
られる圧縮気体の少なくとも一つのパラメータにもとづいて、この電動機の速度を調節す
る、ことを特徴とする。
【００１９】
圧縮機要素を駆動する電動機と乾燥機のローターを駆動する電動機とを、同一の調節装置
に接続して、該装置が消費量にもとづいて二つの電動機の速度を調節するようにすること
ができる。
【００２０】
そのために、前記調節装置は、好ましくは、圧力導管の、圧縮機要素と乾燥機との間、好
ましくは水分離器と乾燥機との間、または乾燥機の出口、に取りつけられた圧力計に接続
され、この場合、この測定される圧力が前記パラメータとなる。
【００２１】
圧縮空気の消費量が増大すると、圧力計で測定される圧力は低下することになり、その結
果、調節装置は圧縮機要素の電動機を速く回転させ、したがって圧縮空気生成量すなわち
空気流量が増大する。この調節装置は圧力が一定に保たれるようにする。
【００２２】
本発明のもう一つの実施態様においては、乾燥機のローターを駆動する電動機の速度を調
節する調節装置が、それぞれ乾燥機の再生帯域の上流または下流に取りつけられた温度計
に接続される。
【００２３】
本発明の圧縮機装置は、一つよりも多くの圧縮機要素を有する多段圧縮機から成ることが
できる。この場合、上で述べた圧縮機要素は、最終段または高圧段となる。
【００２４】
以下、本発明の特徴をさらに十分に説明するために、乾燥機を有する圧縮機装置を調節す
る方法と該方法を適用する圧縮機装置との好ましい四つの実施形態について、添付の図面
を参照しつつ説明する。これらは単なる例示であり、本発明を限定するものではない。
【００２５】
図１に示す、乾燥機を有する圧縮機装置は、実質的に、二段圧縮機１と、乾燥帯域３およ
び再生帯域４を有する乾燥機２とから成る。
【００２６】
二段圧縮機１は、低圧圧縮機要素５、高圧圧縮機要素６、これらの間にある中間冷却器７
、それに続く水分離器８、電動機９から成る駆動装置、および二つの圧縮機要素６と７を
駆動するための伝動装置１０から成る。
【００２７】
二段圧縮機１の出口には、圧力導管１１が接続されており、該導管には、圧力計１２が取
りつけてあり、該圧力計は調節装置１３に接続されている。該調節装置は、圧力計１２に
よる測定圧力、言い換えると圧縮空気の消費量にもとづいて、周波数変換器１４により、
電動機９の回転数を調節する。
【００２８】
さらに、圧力計１２の前には、枝管１５が圧力導管１１に接続してあり、該枝管は、乾燥
機２の再生帯域４の入口に開口しており、また絞り弁１６を有する。再生帯域４にはいる
圧縮空気の圧力は、絞り弁１６によって調節することができる。
【００２９】
さらに、圧力導管１１には、冷却器１７、水分離器１８、エジェクター管１９、および第
二の水分離器２０が取りつけてあり、圧力導管は、これらを通過したあと、乾燥機２の乾
燥帯域３の入口に開口する。
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【００３０】
再生帯域４の出口に接続された戻り導管２１は、エジェクター管１９の低圧領域に開口し
ている。この戻り導管２１には、再生帯域４とエジェクター管１９との間に、順次に、冷
却器２２と水分離器２３とが取りつけてある。
【００３１】
乾燥機２は、ローター２５が回転できるように取りつけてある圧力容器２４から成るタイ
プのものであり、該ローターは、再生可能な乾燥剤たとえばシリカゲルが充填された管の
束から成っている。
【００３２】
圧力容器２４は、乾燥帯域３と再生帯域４とに分けられており、この分離のために、圧力
容器２４の両端は、隔壁２６と２７によって二つの区画室に分離されている。
【００３３】
図において、圧力容器２４とローター２５は、垂直に設置されており、二つの区画室２８
と２９はそれぞれローター２５の下と上にあって、乾燥帯域３の一部を構成している。
【００３４】
圧力導管１１は区画室２８に開口しており、一方、区画室２９は、消費者のための圧縮空
気ネットに接続するための出口３０を備えている。すなわち、ローター２５の、これらの
区画室２８と２９との間にある部分は、乾燥帯域３内に配置されており、したがってこの
部分にある乾燥剤は、圧縮空気の乾燥に使用される。
【００３５】
同様に、図において、区画室３１と３２がそれぞれローター２５の上と下に配置され、ロ
ーター２５の、これらの区画室３１と３２との間にある部分とともに、再生帯域４の部分
を構成している。
【００３６】
枝管１５は区画室３１に開口しており、一方、戻り導管２１は区画室３２から出ている。
【００３７】
ローター２５は電動機３３によって該ローターの軸のまわりに連続的に回転させられる。
【００３８】
電動機３３は、電動機９の回転数にもとづき、周波数変換器３４を介して、調節装置１３
によって制御される。
【００３９】
この圧縮機装置の制御は次のように行われる。
【００４０】
調節装置１３は、消費量にもとづいて、周波数変換器１４により、電動機９の回転数を調
節する。圧縮空気の消費量が増大すると、圧力計１２によって測定される圧力が低下しは
じめる。したがって、調節装置１３はただちに周波数変換器１４の周波数を増大させて、
電動機９の回転数を大きくし、圧縮空気生成量または圧縮空気流量Ｑを増大させ、圧力が
ふたたびその初期値まで上昇し、したがってある時間間隔にわたって見た場合、実質的に
一定のままであるようにする。
【００４１】
電動機の速度と流量Ｑとの比は直線的に変わる。たとえば、周波数が６０Ｈｚのときに電
動機の速度が最大となり、二段圧縮機１はその最大流量を与える。また、たとえば、周波
数が２０Ｈｚのときに電動機の速度と流量とは最小であり、最大値の３０％となる。
【００４２】
枝管１５により、前記流量の１～４０％が分流されて、再生帯域４に供給され、この帯域
において、高温の圧縮空気が乾燥剤を再生させる。このとき生じる水分を含む圧縮空気は
冷却器２２を通して送られ、該冷却器において、吸収された水分の一部が凝縮する。凝縮
水は水分離器２３において分離される。
【００４３】
このようにして、冷却、乾燥された空気は、エジェクター管１９において、分流されなか
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った圧縮空気と混合される。この圧縮空気は、冷却器１７において冷却され、凝縮水が水
分離器１８において分離されたものである。
【００４４】
依然として存在しうる液滴は、水分離器２０において混合空気から分離され、そのあと、
この混合空気は、乾燥帯域３において乾燥される。
【００４５】
ローター２５は連続的に回転させられ、乾燥剤が乾燥帯域３から再生帯域４に連続的に移
動するようにされる。
【００４６】
しかし、この回転は一定の速度で行われるのではなく、調節装置１３により、周波数変換
器３４を介して、調節される。
【００４７】
電動機３３したがってローター２５の回転数Ｎは、圧力計１２によって測定される圧力が
一定に保たれるように調節される。すなわち、この回転数は、実際の消費量にもとづいて
、言い換えると、流量Ｑにもとづいて調節される。そうすると、図２に示すように、電動
機３３の回転数Ｎが実際に流量Ｑと並行して変化する。図２においては、この回転数Ｎは
、ｌ（リットル）／ｓ（秒）単位の流量Ｑの関数として、ｒｐｍ単位で示されている。
【００４８】
電動機９も流量Ｑすなわち圧縮空気消費量にもとづいて調節されるということを考えると
、電動機９と３３は、実際には同様のやり方で調節され、したがってこの調節は同一の調
節装置１３によって実行することができる。
【００４９】
たとえば、電動機９の速度が小さくなったために圧縮空気の流量Ｑが低下すると、乾燥機
２において再生に使用できる空気の流量が小さくなる。それでも乾燥剤によって同体積を
再生できるようにするためには、ローター２５は、電動機３３の回転がゆっくりになると
、ゆっくり回転して、再生のための小さな空気流量に対して、再生を行うのにより長い時
間が与えられるようにする。
【００５０】
乾燥帯域３においても、圧縮空気流量Ｑが小さくなると、供給される圧縮空気量が小さく
なるが、ローター２５の速度が小さくなるため、圧縮空気は乾燥剤と長時間接触する。
【００５１】
二段圧縮機１によって配給される空気の消費量または流量Ｑの大きさがどんな場合でも、
調節装置１３はローター２５の最適速度を選択し、乾燥と再生とが十分に実行されるよう
にする。
【００５２】
したがって、乾燥機２を効率的に運転することができ、広い範囲の空気流量Ｑにおいて、
乾燥機２の出口での十分に低い乾燥空気露点が与えられる。
【００５３】
ローター２５の回転数Ｎが一定の場合は、図３に、出ていく乾燥空気に関して露点（単位
℃）を圧縮機１によって配給される流量Ｑ（単位ｌ／ｓ）の関数として示すように、その
ようにはならない。この図には、それぞれ、ローター２５が定速である場合（グラフ３５
）と前述の方法で速度が調節される場合（グラフ３６）とを示す。
【００５４】
後者の場合、露点の変化は割合に小さく、いろいろな流量Ｑに対して十分低く保たれる。
【００５５】
別の実施形態の場合、圧力導管の圧力は、圧縮機１と乾燥機２との間ではなく、乾燥機２
の出口で測定することができる。
【００５６】
たとえば、図４に示す圧縮機装置の実施形態は、調節装置１３に接続された圧力計１２が
、区画室２９の出口３０したがって乾燥機２の出口に取りつけられた圧力計３７によって
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置き換えられているという点でのみ、図１に示すものと異なる。
【００５７】
また、この実施形態の場合、調節装置１３は電動機９および３３の速度を調節し、圧力が
、圧縮空気消費量によらず、大体一定に保たれるようにする。
【００５８】
乾燥機２を駆動する電動機３３の速度を調節するためのパラメータとして圧力導管の圧力
を使用する代りに、他のパラメータ、たとえば再生帯域４の再生過程の質の尺度となるパ
ラメータを使用することができる。
【００５９】
この質の尺度の一つとして、再生帯域４の入口と出口との間の温度差ΔＴ＝Ｔ 2－Ｔ 1があ
る。再生過程中、温度Ｔ 1で、乾燥機したがって再生帯域４に流入する圧縮空気は、この
再生帯域４の出口の温度Ｔ 2まで冷却される。
【００６０】
温度差ΔＴが大きいほど、それ以上の再生はできにくくなる。
【００６１】
一般に、十分な再生を行うためには、この温度差の最大値を７０℃とすることができ、一
方再生帯域４の出口における温度は最低で６０℃でなければならない、とされている。
【００６２】
再生が不十分な場合には、露点が不十分なものとなり、したがって乾燥機２のローター２
５の有効寿命が短くなる。
【００６３】
ここでは、ローター２５を駆動する電動機３３の速度は、前記温度差ΔＴにもとづいて、
別の調節装置３８によって調節することができる。
【００６４】
図５に示す圧縮機装置は、図１および４に示すものと異なり、別の調節装置３８を有し、
該装置は、周波数変換器３４によって電動機３３の速度を調節し、また温度計３９と温度
計４０とに接続されている。温度計３９は、枝管１５の再生帯域４の下流の区画室３１の
前に取りつけてあり、また温度計４０は、再生帯域４の下流の、戻り導管２１の区画室３
２を出たところに取りつけてある。
【００６５】
圧縮機１の電動機９の速度は、やはり調節装置１３によって、前述のやり方で調節される
が、電動機３３の速度は、調節装置３８によって、温度計によって測定された温度Ｔ 1と
温度計４０によって測定された温度Ｔ 2との間の差にもとづいて、調節される。
【００６６】
さらに別の実施形態においては、露点を電動機３３の速度の調節のためのパラメータとし
て使用することができ、その場合、調節装置３８を露点計に接続する。
【００６７】
圧縮機１は必ずしも二段圧縮機である必要はない。圧縮機１はたとえばただ一つの圧縮機
要素６を有することができる。
【００６８】
電動機２５による駆動は、必ずしも、ここで示したように軸によって行わなければならな
いということはない。ローター２５は、その周縁に歯を有することができ、歯車伝動装置
とこれらの歯車とによって駆動することができる。その場合、電動機は圧力容器２４に隣
接するように取りつけることができる。
【００６９】
圧力容器２４は必ずしも垂直に設置する必要はない。水平位置に置くこともできる。
【００７０】
本発明は、決して、添付の図面に示し、上述した実施形態に限定されるものではなく、逆
に、乾燥機を有する圧縮機装置を調節する本発明の方法と該方法を適用する圧縮機装置と
は、本発明の範囲を逸脱することなく、いろいろな変形によって実施することができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明による、乾燥機を有する圧縮機装置を模式的に示す図である。
【図２】　配給流量の関数としてのローターの速度を示すグラフである。
【図３】　ローター速度が一定の場合と可変の場合とについて、流量の関数としての送出
乾燥空気の露点を示すグラフである。
【図４】　図１の圧縮機装置に類似の圧縮機装置の模式図であるが、他の実施形態に関す
るものである。
【図５】　図１の圧縮機装置に類似の圧縮機装置の模式図であるが、さらに他の実施形態
に関するものである。
【符号の説明】
１　二段圧縮機
２　乾燥機
３　乾燥帯域
４　再生帯域
５　低圧圧縮機要素
６　高圧圧縮機要素
７　中間冷却器
８　水分離器
９　電動機
１０　伝動装置
１１　圧力導管
１２　圧力計
１３　調節装置
１４　周波数変換器
１５　枝管
１６　絞り弁
１７　冷却器
１８　水分離器
１９　エジェクター管
２０　第二の水分離器
２１　戻り導管
２２　冷却器
２３　水分離器
２４　圧力容器
２５　ローター
２６　隔壁
２７　隔壁
２８　区画室
２９　区画室
３０　出口
３１　区画室
３２　区画室
３３　電動機
３４　周波数変換器
３５　グラフ
３６　グラフ
３７　圧力計
３８　調節装置
３９　温度計
４０　温度計
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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